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ま  え  が  き

牛 島 巌*・ 中 山 和 芳**

 この 報告 書 は,昭 和59年 度 か ら61年 度 にわ た って行 な わ れ た 国 立民 族 学 博物 館 の 共

同研 究 「オ セァ ニ ア の民 族 文 化 に お け る個別 性 と普 遍 性 の民 族 学 的研究 」 の成 果 で あ

る。 この共 同研 究 は,昭 和57年 度 か ら58年 度 に実 施 した共 同研 究 「ミク ロネ シアの 民

族 文 化 の エ ス ノ ヒス ト リーの 研究 」 を継 続 し,ミ ク ロネ シア の基 層 文 化 に み られ る地

域 的 変異,さ らに は そ の変 容 の 問題 を,広 くポ リネ シア や メ ラ ネ シ ア地 域 を も視 野 に

入 れ て 探 究 す る こ とを 意図 した もので あ る 。 な お,57年 一58年 度 の 共 同研 究 の 成 果

は,Cultural Uniformity and Diversity in Micronesiaと い うタ イ トルで, Senri

Ethnological Studies 21と して 刊行 した 。

 ミク ロネ シア は,ポ リネ シア,メ ラネ シア と共 通す る文 化 要 素 を そ な えて,オ セ ァ

ニ ア文 化 圏 の一 翼 を構 成 す る。 マ ライ=ポ リネ シア語 に属 す る言語,イ モ類 と果 実 の

利 用,ア ウ トリガ ー をそ な え た カ ヌ ー によ る外 洋 航 海 術,腰 蓑,腰 巻,ふ ル ど し,貝

類 を利 用 す る装 身 具,入 墨 な どに よ る装 身,首 長 制 組 織 な ど,ミ ク ロネ シア文 化 の か

な りの基 層 部 分 は,他 の オ セ ア ニ ァ地 域 と共 通 の も ので あ る。

 この た め に,オ セ アニ ア 文 化 圏で の 独 自性 とい う観 点 か らみ る と,「 ミク ロ ネ シァ

文 化 」 と い うモ デル を た て られ る もの か ど うか は,問 題 があ る。 ミク ロネ シア文 化 は,

幅広 い多 様 性 が あ るた め に,文 化 的 統一 性 に欠 け て お り,複 雑 な メ ラネ シア文 化 と均

質 な ポ リネ シ ア文 化 の 中間 に位 置 す るよ うに み う け られ る。

 人 種 的 にみ れ ば,ミ ク ロネ シァの 人 々 と ポ リネ シ アの 人 々は,基 本 的 にプ ロ ト ・モ

ンゴ ロ イ ドま た は 亜 モ ンゴ ロ イ ドとよ べ る集 団 との 近 似性 を示 す。 ポ リネ シァ の 人 々

は 身 体 特 徴 の うえ で も均 質 的な 集 団で,か な り判 然 と区別 し うる集 団 で あ るの に対 し

て,ミ ク ロネ シア の 人 々 は,ポ リネ シアの 人 々 よ り い っそ うモ ンゴ ロ イ ドの 表現 型 を

示 す が,地 域 的 な変 異 が大 き く,身 体 的 特 徴 を一概 に表現 す る こ とは困 難 で あ る。 ポ

リネ シァ の 人 々 に類 似 す る地 域 もあ る が,メ ラネ シァ の 人 々 との連 続 性 が見 られ る地

域 もあ る。

*筑 波大学 歴史 ・人類学系

**国 立民族学博物館第4研 究部
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 ポ リネ シア東 端 の イ ース タ ー島 か ら,ア フ リカ大 陸 南 東 沖 の マ ダ ガ ス カル 島 まで の

広 大 な 地 域 に は オ ー ス トロネ シア語(マ ラ イﾘポ リネ シア語)の 話 し手 た ち が ち ら賦

って い る。 この言 語 は,西 オ ース トロネ シア諸 語(ヘ スペ ロネ シァ諸 語)と 東 オ ース

トロ ネ シア諸 語(オ セァ ニァ 諸 語)に 二 分 され る。 この二 つ の言 語 群 の境 界 線 は東経

130度 のあ た り にあ る。 ミクロ ネ シァ の な かで 西 縁 の マ リア ナ諸 島 の チ ャモ ロ語 とパ

ラオ(ベ ラ ウ)諸 島 のパ ラオ語 は西 オ ー ス トロネ シア諸語 とみ な され る。 ヤ ップ語 は

東 オ ース トロネ シア諸 語 に帰属 す るよ うに見 え るが決 め手 に欠 け,帰 属 不 明 の 言語 で

あ る。 ヤ ップ か ら東 の ミク ロ ネ シア の言 語 は東 オ ー ス トロ ネ シァ 諸語 に 分 類 さ れ る

が,こ れ は さ らに,ヌ ク オ ロ と カ ピ ンガ マ ラ ン ギの両 珊 瑚 礁 島 で 話 さ れ る ポ リネ シア

語 系 の言 語 と,一 括 して 核 ミク ロネ シア諸 語 と呼 ば れ る残 りの 島 々の言 語 とに分 か れ

る。 パ ラオ語 とチ ャモ ロ語 に対 して は,こ れ ま で イ ン ドネ シア や フ ィ リピ ン方 面 の言

語 と の関 係 が説 かれ て い る が,核 ミク ロネ シァ諸 語 に関 して は 北 部 ニ ュ ー ヘ ブ リデス

諸 島 との親 縁 関係 が説 か れ て い る。 これ に従 え ば,ミ ク ロネ シアへ は,イ ン ドネ シア

・フ ィ リピ ンか らま っす ぐ東 に進 む ル ー トの 他 に
,メ ラネ シアの ニ ュ,一ヘ ブ リデ ス諸

島 を 北 上 し,迂 回 す るル ー トもあ った で あ ろ う。 しか し,ミ ク ロネ シア の言 語 が示 す

多 様 性 は,人 々 が ニ ュ ー ギニ ァ か ら北 上 した こ とで形 成 され た と も考 え られ る ので あ

る。

 民 族学 的 に み て も,文 化 要 素 の 分布 は不 揃 い で,ミ ク ロネ シア 内部 の 幅広 い多 様 性

の ほ うが 目立 つ 。 こ の不 統 一 な 様相 は,外 部 か らの影 響 の結 果 と映 るか も しれ な い が,

この 影響 は かな らず しも地 理 的 条 件 を反 映 して い な い。 文 化 の 諸 要 素 の 不統0で ば ら

ば らな様 相 は,各 島 ・各 地 域 ご との 独 自な 文 化 的選 択 の過 程 で生 み だ され た と見 るべ

きで あ ろ う。

 文 化要 素 の分 布 状 態 につ いて い くつ か の例 をあ げ て み る と,例 え ば火 山 島 で は,生

態 条 件 の多 様 性 の 中で,島 毎 に異 な る主 作 物 が 選 択 され て い る。 だ が,量 的 に も っと

も依 存 す る主 作 物 が常 に高 い価 値 を認 め られ て い るわ けで はな い。 ヤ ップ で の主 作 物

はタ ロイ モで,補 助 的 に ヤ ムイ モ,サ トイ モが作 られ て い る が,価 値 の 高 い作 物 は サ

トイモ で あ る。 ポ ナ ペで はパ ン ノ キの比 重 が高 く,そ れ に次 いで バ ナ ナ とヤ ム イ モ が

作 られ て い るが,儀 礼 に主 と して 用 い られ る作 物 は ヤ ム イ モで あ る。 イモ類 と果実 の

利 用 とな らんで,生 業 と して漁 携 が基本 で あ るが,パ ラオ,ヤ ップ,中 央 カ ロ リンの

各 島 で は,女 が農 耕,男 が 漁 携 を 担 当 す る 明確 な 分業 が み られ,他 方,ト ラ ック,コ

シャ ェで は逆 に農 耕 を男 が 担 い,漁 携 は,男 も行 な う もの の,主 と して 女 が行 な って

い る。 ポナ ペ,マ ー シ ャル,ギ ル バ ー トで は いず れ の生 業 も男 の 仕 事 で あ る 。 料 理 法
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でも地域差がみられ,パ ラオ,ヤ ップでは土器を用いた煮炊き法,中 央カロリン以東

では地炉による石焼き法が行なわれて,重 複 しない分布を示す。同様な分布は嗜好品

にもみられ,パ ラオ,ヤ ップではインドネシアに連なるベテル ・チュウイングが愛好

され,ポ ナペ,コ シャエではポリネシァに連なるカヴ ァの樹液が飲用された。この二

つの分布域の中間に位置する中央カロリン,ト ラックとマーシャルでは嗜好品が欠け

ていた。オオハマボウ,バ ナナの繊維を地機で織るインドネシァに連なる織布の技術

が,カ ロリン各地にみられるが,ミ クロネシア最西のパラオにおいては欠如し,ポ リ

ネシァで発達 した樹皮布の技術が,東 カロリンとな らんで,パ ラオに存在 した。

 上に見たようにミクロネシァ文化を統戸的な視点から記述することは容易ではない。

しかしながら,例 えば,親 族,首 長制,土 地所有などについては,な んらかの連続性

が見られ,様 々な変異として理解できるのではないか。共同研究 「オセアニアの民族

文化における個別性と普遍性の民族学的研究」では,こ うした認識に基づいて,親 族,

首長制,土 地所有,言 語,物 質文化,そ して文化接触などの課題ごとに,報 告と集中

的な討議を行なってきた。この報告書に収録されたほとんどの論文は,こ れらの討議

をふまえて,各 自の責任において執筆 されたものである。

 本報告書は4章 に分かれ,そ れぞれ,親 族,首 長制 と土地所有,文 化史的系統関係,

文化接触の問題を扱う。論文には,ひ ろい地域にわたる多様性と普遍性の問題に関す

る理論的な視点の提示をめざしたものと,個 々の島での実地調査に基づ く分析を試み

たものがある。また,論 文が扱う地域は,ミ クロネシァに関するものが大部分だが,

隣接 するメラネシアやポ リネシア地域について言及 した論稿 も含まれている。

 なお,学 術用語,地 名,人 名の表記は,統 一を心掛けたが,最 終的には執筆者の判

断に委ねた。

 第1章 では,親 族の諸相をとりあげる。

 吉岡は,オ セアニア地域の親族集団と親族範疇を比較するための原理の抽出を試み

ている。彼は,親 族集団への帰属様式に着目し,そ れが親子関係の連続によって規定

されるという視点から,オ セアニァ社会の親族構成を捉えようとする。彼は,単 方的

な親子関係の連続による集団帰属を リニア リティ,双 方的な親子関係に基づく集団帰

属をラテラリティと呼び,こ の2つ の形式原理で親族集団(範 疇)を 分析することを

主張する。

 このような視角からオセアニア社会を見渡すと,一 方にリニア リティのみで親族集

団が構成 される社会があり,他 方にはラテラリティのみで構成される社会がある。そ

して,こ の両極の間に,リ ニア リティとラテラリティが異なる度合いで強調される社
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会がある。吉岡によれば,オ セアニア社会の親族集団への帰属様式に幅広い多様性が

見 られるのは,個 々の社会が,こ の リニァ リティとラテラリティという2つ の原理の

それぞれをどの程度強調 し,バ ランスを持たせているかということから生 じているの

である。

 吉岡が示 したのは,集 団帰属の多様性についての原理的説明であるが,以 下の須藤

と青柳の論文は,そ の多様性が具体的にどのようにして生ずるかを述べている。

 須藤は,ミ クロネシアの母系社会においては,母 と子の関係が 「肉」,父 と子の関

係が 「血」として表現されることが多いと述べている。 トラック語圏の社会やマーシ

ャルでは,妻 方居住で土地の相続は母系であるが,同 じ 「血」を持つとされる母系集

団の男性成員の子供に対 して,土 地の使用権を認めたり,土 地を贈与することが制度

化されている。こうした制度は,母 系集団における土地と人口との不均衡という問題

を是正するためであると同時に,集 団の成員が減少 した時のために人員を確保する手

段 ともなっている,と 須藤は指摘 している。すなわち,母 系集団の男性成員の子供は,

状況により,父 方の集団に帰属することが可能なのである。

 パ ラオ(ベ ラウ)で も,子 供は母の集団にも父の集団にも帰属することがで きる。

母を介 して集団に加入する子供はオッエル,父 を介 して加入する子供はウレッェルと

呼ばれる。そ して,母 系集団であるカブリールは,オ ッエルを中核 とし,若 干のウレ

ッェルが付帯的メンバーとして加わっている。青柳は,姉 妹の兄弟に対する優位 と夫

の妻に対する優位の微妙なバ ランスの上に,カ ブ リールが成立している,と いう。普

通は姉妹の優位性が夫の優位性にまさるため,姉 妹の子供のオッエルが兄弟の子供の

ウレッエルよりも強力であり,そ れゆえにカブ リールはオッエルを中核 として構成さ

れ,母 系的となる。 しか し,家 庭内の夫の優位性が強調されることによって,カ ブリ

ールにウレッエルも含まれることになるのだ,と いう。

 小松は,中 央カロリンのポンナップ島の,親 族名称 とアッポロと呼ばれる表敬 ・忌

避行動の関係を論 じている。ポンナップ島のクロウ型の親族名称体系で 「キョゥダィ

シマイ」関係にあるとされる人々の間では,世 代と出生順に基づ く順位によって,下

の者は上の者に対 してアッポロを行なう。これに対して親族名称上,「オヤ」と 「コ」

の関係にある人々は親密な関係にあり,ア ッポロは行なわれない。妻方居住を行なう

ポンナップ島では,男 性は自己の集団 と婚入先の妻の集団とに二重に帰属 していると

いうことがで きる。そ して,母 系出自集団の男女の成員にとって,自 己の集団の男性

成員の子供は親族名称上 「コ」であるが,特 にアファクルという親族用語が用いられ

る。アファクルはその集団の準成員と見なされており,両 者は特別な権利 と義務の関
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係で結ばれている。

 河合は,ト ラックのウドット島において,身 体器官のメタファーによって語 られる,

中心の概念の位置づけと意味を究明する。ウドット島においては,島 ・村 ・土地 ・家

屋などの様々な社会的レベルに中心という概念が置かれており,そ れは,子 供を生み

食物を貯蔵する女性の腹 と,冷 静 ・信頼を意味する頭又は石というメタファーによっ

て示されている。そして,以 下のような観念連合が存在する。頭:腹::男 性:女 性::

政治領域:家 庭内領域::知識(思考):感 情::石 の心:腹 の心。この2つ の中心性の観

念は分離しているが相補的であり,こ れこそが トラックの文化の基本的な理念である,

と河合は述べている。

 第2章 では首長制 と土地所有を扱う。

 ミクロネシアの政治形態は,一 般的に首長制として記述することが可能であるが,

その実態は,親 族組織と同様,非 常に幅広い偏差を見せている。清水は,ミ クロネシ

アの首長制に関して,(1)「 同等者中の第一人者」的首長制と(2)「集中的」首長制の2

つの形態が存在することを指摘する。 「同等者中の第一人者」 的首長制とは,平 等制

と階層制という対照的な特質の組み合わせからなり,同 等者(集 団)の 間の競争をと

おして分化 した序列の複合的構成体である。パ ラオとヤップの首長制がこの形態に属

する。 「集中的」首長制とは,最 高首長という一点への権威の集中に基礎を置くもの

で,首 長の権威は宗教的又は世俗的なイデオロギーと再分配の経済 システムによって

正当化されている。中央カロリン以東の首長制がこの形態をとる。清水は土地所有に

関しても,(1)のタイプの首長制社会では,土 地所有の単位は家であり,(2)の 「集中的」

首長制では,最 高首長が土地を所有 して村入は使用権を持つが,最 高首長への収穫の

一部の支払いが義務づけられている,と いう相違があるとしている。

 清水は ミクロネシアの首長制の特徴として以下のことも指摘する。首長制の二つの

形態とも,首 長と臣民の間に特定の親族 ・姻族関係が設定されることがな く,「純粋

に」政治的な構成を示 している点が,他 の地域 と比較 した時に特異な点である。 「集

中的」首長制は他の地域でも見 られるが,「同等者中の第一人者」的な首長制は ミクロ

ネシァに特有の政治形態である。さらに,2つ の首長制の形態は,生 態的な条件とは

関連な く存在する。

 須藤は親族集団と土地所有の関係を考察する。彼は,土 地所有集団,実 際に土地を

使用する集団,土 地の相続様式の3つ を指標 として,今 世紀初頭の ミクロネシアの社

会を4つ のタイプに分類する。母系出自集団が土地を所有し,母 系拡大家族が土地を

使用し,母 系相続を原則とするのがタイプ1(マ ーシャル,中 央カロリン,ト ラック,
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モ0ト ロック),母 系出自集団が土地を所有 し,父 系拡大家族が土地を耕作し,主 とし

て母系相続を行なうのがタイプ2(パ ラオ,ウ リシー),母 系出自集団が土地を所有 し,

母系又は父系の拡大家族が耕作 し,原則は母系だが父系相続 も行なうのがタイプ3(ポ

ナペ),父 系出自隼団が土地を所有 し,父 系拡大家族が耕作 し,父 系相続を行なうのが

タイプ4(ヤ ップ,フ ァイス)で ある。

 須藤は,土 地と人口との不均衡を解消するために,そ れぞれのタイプの社会は異な

る方法を用いて対処 しているという。すなわち,タ イプ1で は,父 から子供へ土地の

一部を譲渡することを認め
,タ イプ2と3で は,居 住様式や集団への帰属に選択性な

いし可塑性を持たせている。タイプ4で は,過 去において新 しい農耕形態を採用 し,

土地所有集団を母系から父系へと変化させた。

 さらに,須 藤は近年の土地所有における変化にも言及する。人口の増加,貨 幣経済

の浸透,統 治国の土地政策などによって,土 地所有集団が母系出自集団から父系出自

集団へ移行 したり,土 地所有の単位が母系出自集団から家族へ と変質 し縮小化 しつつ

あることも指摘 している。

 牛島は,パ ラオからトラックまでの地域社会は,妻 方居住婚を行なう中央カロリン

と夫方居住婚を行なう西カロリンに二分されるとし,血 縁 ・土地 ・称号の関係に注目

して,そ れぞれの地域の特徴を指摘 している。彼によれば,土 地所有の主体は,中 央

カロリンでは,母 系又は疑似母系 リネッジであるが,西 カロリンでは,父 系的又は疑

似母系的な屋敷集団となっている。土地と称号との関係について,牛 島は,中 央カロ

リンでは首長クランが土地を所有 し,平 民のクランに使用権を与えるという形態を採

るのに対 し,西 カロリンでは土地所有の主体である屋敷に称号や職能が付属 している

といっている。

 清水,須 藤,牛 島は,そ れぞれの立場から,ミ クロネシァ社会の類型化を試みてい

る訳であるが,異 なる基準を用いているためもあって,提 示された類型は必ず しも0

致 した結果を示 していない。とくに問題 となるのは,ウ リシーとファィスである。こ

の二つの地域では,首 長が土地を所有するという観念があり,そ れは儀礼や象徴的な

レベルで示されるが,現 実の土地所有の主体は個々の親族集団である。 こうした事象

をどのように解釈するか,ど のレベルを類型の指標とするかによって意見がわかれて

くるわけであるが,こ の地域は 「ヤップ帝国」 と呼ばれるヤップを中心とする広範な

政治組織に統合されているために,と りわけ複雑な様相を呈 しているのである。三人

による類型にズレが見られるということは,ミ クロネシア地域の土地所有制度に幅広

い変異が存在することを裏づけていることにもなろう。
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 須藤も指摘するように,ミ クロネシアの土地所有制度は,地 域によってこれまでに

大きく変化 した所があり,現 に変化している所がある。 したがって土地制度を考察す

る際には,変 化という側面を無視することはできない。中山は,ポ ナペ島における土

地所有の変化を,ア メリカ統治下の土地の所有権をめぐる裁判記録の分析を通 して明

らかにしようとしている。かつてポナペ島では,土 地は最高首長が所有 し,人 々は最

高首長から土地の使用権を得て,こ れを母系的に相続 していた。 ドイツ政庁は,ポ ナ

ペ島の伝統的な制度とはまったく異なる,土 地の私有制と父系相続制を導入したが,

それは大きな混乱を起こさなかった。

 この理由として,中 山は,ド イツ政庁による土地改革の施行以前 に,ポナペ島社会に,

既に父系相続を受け入れる基盤があった ことを,ま ず指摘する。ポナペ島では1957年

に法改正が行なわれるまで原則として ドイツの土地法の下にあったが,こ の時期にお

いても,父 系以外の相続も行なわれていた。こうした相続に対 して,ア メリカ統治下

の裁判所は,最 高首長 と知事の承認を受ければ土地の贈与を行なうことができるとい

うドイツの土地法の条項に基づいて,贈 与 と判断し合法 とすることがあった。すなわ

ち,ド イツの土地法の下でも,母 系から父系を強調する双系への漸次的な変化という

島民の土地相続慣行を,ア メリカの統治政府は結果的に支持 したことになると,中 山

は指摘する。

 第3章 では,文 化史的系統の問題をとりあげる。

 崎山と杉田は言語学研究の成果を報告する。崎山は ミクロネシア西部の言語を,杉

田は ミクロネシア東部の言語を,扱 っている。まず,崎 山は,西 カロリンで話される

チャモロ語とパラオ語の音素を,周 辺の東インドネシアやメラネシアの言語 と比較す

ることによって,そ れらの言語間の特徴の関連を考察する。そして,彼 は,こ れまで

の語派的レヴェルの分類では考慮されてこなかった,西 カロリンの言語の重層的な成

立過程の解明を試みている。

 杉田は,ト ラックか らマーシャル,キ リバスに至る地域の ミクロネシア諸語におけ

る間接所有表現の要素配列に見 られる変異を考察 し,そ の歴史的変化について仮説を

提出する。彼は,ミ クロネシア祖語では[所 有詞 ・所有者+被 所有物+限 定 ・指示詞]

という配列であったが,プ ルワット,サ タワル,オ レアイ,マ ーシャルでは[被 所有

物+限 定 ・指示詞+所 有詞 ・所有者]へ,ト ラックでは[所 有詞 ・所有者+限 定 ・指

示詞+被 所有物]へ と変化したと述べている。

 高山と秋道は漁携文化を扱う。高山は,先 史学の立場から,マ リアナ諸島を中心 と

するミクロネシアの組合せ釣針(カ ッオ釣用疑似針)の 起源について考察する。そし
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て,シ ャンクとポイン トの形態の分析から,ミ クロネシア地域の先史時代後期(14世

紀頃)の 釣針の起源は,メ ラネシア地域にあると推定 している。

 秋道は,中 央カロリンのサタワル島の事例を中心に,ミ クロネシアの笙漁に関する

比較生態学的な考察を試みる。サタワル島では,4種 類の笙が用いられるが,そ れぞ

れの笙漁についてくわしい記述が行なわれる。秋道はさらに,こ れら4種 類の笙が ミ

クロネシァ全体でどのように分布 しているかを明らかにし,笙 の種類,笙 を設置する

地形,漁 の形態などを関連させて,浅 瀬型,海 底型,外 洋型の笙漁の3つ の類型を示

している。

 第4章 では,伝 統文化と外来文化の接触の過程や,伝 統文化の変容の問題を扱 う。

 山本は,市 場経済の浸透にさらされて大きな社会変動期にさしかかっている,西 サ

モアの首長制 システムの現代社会への適応を問題 にす る。ここでは,都 市の増大,海

外への出稼ぎ ・移住の隆盛にともない,伝 統的な村は過疎化 していく。こうしたなか

で,首 長称号を統制する村では,称 号の分割 ・授与を武器として,現 金収入の多い都

市在住者を,村 の儀礼交換や親族集団の活動に取り込んでいく動 きが見られる。都市

に住む者にとっても,称 号を得ることで,社 会的地位を確立することができるだけで

な く,万 一村に帰ることになっても,土 地を手に入れることが保証されるという利点

があるのだ,と 山本は述べている。なお,首 長制が称号授与を用いて貨幣経済に対応

するという現象は,ミ クロネシアにおいても,ポ ナペ島などで見ることができる。

 柄木田は,西 サモアを中心とするポ リネシァ人のニュージーランドへの人口移動の

問題を,史 的構造論の立場から広い視野の下で論 じ,こ の問題は,近 代化理論のよう

な伝統 と近代といった二元論では理解できず,両 者を0つ のシステムの構成部分とし

て見る必要があることを主張する。彼はさらに,ニ ュージーランドの西サモア人労働

者からの仕送 りが資本にではなく,伝 統的な社会構造の維持 ・強化に用いられていて,

西サモア社会では国外で働 く親族とのネットワークが重要な役割を果たしていること

を述べている。すなわち,先 に山本が触れた問題を異なる視角から考察 しているわけ

である。柄木田は,史 的構造論的なアプローチは地域社会側の論理を明らかにする従

来の人類学的研究 とは相互補完の関係にある,と 指摘 している。

 ヤップ島では,村 落の規模を越える大きな団体的集団は組織されず,村 落 と村落は

関係のネットワークとして組織されていた。そして,村 落間においては}固 定 した送

り手と受け手の間で,直 接口頭で伝えられる伝達網をとおして,情 報が送 られていた。

小林は・この伝統的な情報のネットワークが現在どのように行なわれているかを考察

する。ヤップでは1965年 よりラジオ放送が開始されたが,死 亡通知などの個人的な二

viii



牛島 ・中山 まえがき

ユースは放送されない。最近の交通の発達によって,全 島の各地からコロニアの町へ

は,乗 合バスや自家用車で行けるようになった。人々はコロニアへ出かけ,そ こで人

に会って個人的な情報を直接伝えている。すなわち,マ スコミの発達 した現在で も,

ヤップでは伝統的な伝達方式が維持されており,人 々がラジオによる死亡通知のニュ

0ス を注意深く聞いているポナペなどとは対照的である。

 中央カロリンのサタワル島では,1953年 にキリス ト教への集団改宗が生 じた。石森

は集団改宗をもたらした諸要因について論 じている。 サタワル島は,「 ヤップ帝国」

と呼ばれる政治的ヒエラルキーに統合されていたが,政 治的に上位の島から派遣 され

た島民の助祭により行なわれた布教活動が集団改宗に重要な役割を果たした。石森は

さらに,伝 統宗教の多神教からキリス ト教の一神教への移行にともなって生 じた文化

変化についても論 じている。

 橋本は,フ ィジーにおけるキリス ト教の問題に多面的にアプローチする。彼はまず,

通時的なアプローチにおいて,キ リス ト教の受容を,フ ィジー文化と西洋キリス ト教

文化の双方がそれぞれ変容を受けつつ,新 たな統合形態を創造 していく過程としてと

らえ,バ ル トやペインの提唱する交換 ・コミュニケーション理論を用いて説明する。

石森 も,サ タワル島民がキリス ト教 と伝統的な宗教観念をいかに習合させていったか

について触れており,橋 本のこの視点とは重なるところがある。橋本は,さ らに,フ

ィジーのキリス ト教の理解 には,共 時的アプローチも欠かすことはできないと主張す

る。本稿では,都 市と農村の対立 という問題をとりあげ,農 村部のキリス ト教徒にと

っては,都 市での生活は信仰 に入るための通過儀礼のような意味をもつという。すな

わち,人 々は都市の 「悪魔」性に接 して改心 し,村 落での 「平穏」な生活を送るよう

になるのだ,と 述べている。

 石川は,日 本人の漂流民による太平洋諸島に関する記録を紹介す る。江戸時代の鎖

国体制下にもかかわらず,太 平洋諸島を訪れた者がいた。彼らは日本の沿岸を航海す

る船乗りで,難 破 して外国船に救助され,日 本に送還されるまでに島々に立ち寄った

者たちである。彼らは帰国後,幕 府の役人の取 り調べや,そ の他の人々の質問に応じ

て自分たちの異国での体験や見聞をことこまかに語 っており,そ の記録が残されてい

る。こうした記録は,当 時の太平洋地域の民族誌資料としての価値をもつほかに,江

戸時代の日本人の庶民が異民族にどのように反応 したかという,人 類学的にもすこぶ

る興味深い内容を含んでいる。
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